
平成28年度 再商品化実施委託料の算出方法

まず、排出見込量を算出します。
　 ● 前事業年度の排出量を割り出します。（①）

● ①のうち、自ら（または委託して）回収した量（②）と
● [①－②]のうち、事業活動により費消された商品に用いた量（③）を引いて
● 最終的に家庭から排出され廃棄物となった量を算出します。（①－②－③）

＝ 　－ －

　　③が把握できる方　（把握できない方は簡易算定）

▽自主算定
■計算式

＝ 　　× 　×

■算定係数（自主算定）

利用 製造 利用 製造 利用 製造 利用 製造 利用 製造 利用 製造

0.35480 0.01432 0.43390 0.00377 0.93123 0.03602 0.62839 0.04640 0.05053 0.00151 0.68475 0.03199

0.35055 0.01925 0.40950 0.02259 0.91210 0.05613 0.59153 0.07481 0.05031 0.00128 0.69440 0.01423

0.34539 0.01971 0.43188 0.00721 0.93523 0.03234 0.63921 0.03326 0.04992 0.00178 0.69242 0.00639

－ － － － － － － － 0.05030 0.00155 0.64779 0.04834

0.36130 0.00502 0.41953 0.01460 0.97234 0.01684 － － 0.05193 0.00011 0.70539 0.00325

0.36159 0.00810 0.42113 0.00577 0.95619 0.01715 － － 0.05183 0.00027 0.68275 0.02373

－ － － － － － － － 0.05172 0.00025 0.70848 0.00816

0.36751 0.00498 0.42242 0.00065 0.84298 0.43684 － － 0.05181 0.00028 0.70517 0.00524

包
装

－ － － － － － － － 0.03903 － 0.47795 －

※省令では、各比率が「業種別」と表現されていますが、分かりやすく「用途」にあらためました。 「主たる業種」ごとという意味ではありません。  

■再商品化実施委託単価（自主・簡易算定共通）

自主算定

　① 　② 　③

紙製容器包装
プラスチック
製容器包装無色 茶色 その他の色

小売業

容
　
　
　
　
器

用途　※
ガラスびん

ＰＥＴボトル

食料品製造業

清涼飲料・茶・コーヒー
製造業

酒類製造業

油脂加工製品・石鹸・合成洗
剤、界面活性剤・塗料製造業等

医薬品製造業

化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

その他の事業

全業種共通

種類
ガラスびん

ＰＥＴボトル

単価 4.2　円/ｋｇ 5.5　円/ｋｇ 9.7　円/ｋｇ 2.3円/ｋｇ 45.0　円/ｋｇ

プラスチック
製容器包装無色 茶色 その他の色

12.0　円/ｋｇ

紙製容器包装

排出 

見込量 

（ｋｇ） 

前事業年度に

おいて販売し

た商品に用い

た特定容器包

装の量（ｋｇ） 

①のうち、自

ら又は他者

への委託に

より回収した

量（ｋｇ） 

[①－②]の

うち、事業

活動により

費消した量 

（ｋｇ） 

※「特定容器製造事業者」の場合

は、利用を製造等に読みかえてく

ださい。 

※事業系に出荷されたものであっ

ても最終的に家庭から排出され廃

棄物となった量については、③に

含まれません。 

委託料 

（円） 
算定係数 委託単価 

再商品化義務総量 

排出 

見込量 

（ｋｇ） 



平成28年度 再商品化実施委託料の算出方法

まず、排出見込量を算出します。
　 ● 前事業年度の排出量を割り出します。（①）

● ①のうち、自ら（または委託して）回収した量（②）と
● [①－②]のうち、事業活動により費消された商品に用いた量（③）を引いて
● 最終的に家庭から排出され廃棄物となった量を算出します。（①－②－③）

＝ 　－ －

　　③が把握できない方　（把握できる方は自主算定）

▽簡易算定
■計算式

　②

＝ 　　　－

■算定係数（簡易算定）

利用 製造 利用 製造 利用 製造 利用 製造 利用 製造 利用 製造

0.33706 0.01432 0.41221 0.00377 0.88467 0.03602 0.56555 0.04640 0.04295 0.00136 0.58204 0.02879

0.35055 0.01925 0.34808 0.02259 0.86649 0.05333 0.50280 0.07107 0.04528 0.00128 0.59024 0.01423

0.24177 0.01774 0.28072 0.00648 0.70142 0.02910 0.47941 0.03160 0.04243 0.00178 0.51931 0.00575

－ － － － － － － － 0.04778 0.00155 0.58301 0.04834

0.21678 0.00477 0.31465 0.0146 0.82649 0.01684 － － 0.02597 0.00011 0.21162 0.00227

0.36159 0.0081 0.42113 0.00577 0.81276 0.01715 － － 0.04924 0.00027 0.64861 0.02373

－ － － － － － － － 0.04137 0.00025 0.60221 0.00734

0.31238 0.00498 0.04224 0.00065 0.71653 0.43684 － － 0.04145 0.00024 0.35259 0.00367

包
装

－ － － － － － － － 0.02928 － 0.33456 －

※省令では、各比率が「業種別」と表現されていますが、分かりやすく「用途」にあらためました。 「主たる業種」ごとという意味ではありません。  

■再商品化実施委託単価（自主・簡易算定共通）

容
　
　
　
　
器

用途　※

食料品製造業

清涼飲料・茶・コーヒー
製造業

酒類製造業

油脂加工製品・石鹸・合成洗
剤、界面活性剤・塗料製造業等

医薬品製造業

化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

小売業

その他の事業

全業種共通

簡易算定

ガラスびん プラスチック
製容器包装

紙製容器包装ＰＥＴボトル
無色 その他の色茶色

　　× 　×

①

　① 　② 　③

12.0　円/ｋｇ 45.0　円/ｋｇ

種類

単価
茶色 その他の色

4.2　円/ｋｇ 5.5　円/ｋｇ 9.7　円/ｋｇ 2.3円/ｋｇ

ガラスびん
ＰＥＴボトル 紙製容器包装

プラスチック
製容器包装無色

排出 

見込量 

（ｋｇ） 

前事業年度に

おいて販売し

た商品に用い

た特定容器包

装の量（ｋｇ） 

①のうち、自

ら又は他者

への委託に

より回収した

量（ｋｇ） 

[①－②]の

うち、事業

活動により

費消した量 

（ｋｇ） 

※「特定容器製造事業者」の場合

は、利用を製造等に読みかえてく

ださい。 

※事業系に出荷されたもので

あっても最終的に家庭から排出さ

れ廃棄物となった量については、

③に含まれません。 

委託料 

（円） 

前事業年度に

おいて販売し

た商品に用い

た特定容器包

装の量 

（ｋｇ） 

①のうち、自

ら又は他者へ

の委託により

回収した量 

（ｋｇ） 

算定係数 委託単価 

再商品化義務総量 

※「特定容器製造事業者」の場合は、利用を製造等に読みかえてください。 


